
第６条関係 

１ 入会に当たって、下記の区分のとおり、会費を納入するものとする。 

２ 会費納入に当たっては、毎月１０日までに納入するものとする。 

 

ながいユナイテッドフットボールクラブ会費区分 

区分 年会費 月会費 

Ｕ-１５ 中学１・２・３年生 １０，０００円 ６，０００円 

Ｕ－１２ 小学４・５・６年生 ５，０００円 ３，０００円 

Ｕ－９ 小学１・２・３年生 ５，０００円 １，０００円 

 

 


